
令和８年第１回姶良市教育委員会定例会 
 
 

  日 時：令和８年１月９日 開会 午前９時 50 分 閉会 午前 10時 30 分 

  場 所：姶良市役所本館２階会議室１・２・３ 

 

１ 出席者 

前田教育長、岩元委員、藤田委員、高橋委員、勝間田委員 

 

２ 教育委員会事務局の出席者 

享保教育部長、留野次長兼教育総務課長、松尾次長兼学校教育課長、折田次長兼社会教育 

課長兼図書館事務局長、坂元保健体育課長 
 

 

３ 議事 

 

議案等番号 

 

 

件    名 

 

結果 

 

議案第１号 

 

姶良市立学校等在り方検討委員会委員の委嘱に関する件 

 

可決 

 

議案第２号 

 

姶良市立学校における学校運営協議会規則の制定に関する

件 

 

可決 

 

議案第３号 

 

姶良市立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則の一

部を改正する規則に関する件 

 

可決 

 

 

 

４ 議事録 

 

教育部長  ただいまから令和８年第１回姶良市教育委員会定例会を開会いたします。 

      本日の議題は議案３件となっておりますのでよろしくお願いいたします。 

それではこれ以降の議事の進行につきましては、前田教育長にお願いいたします。 

 
教育長    本会議は公開を原則としておりますが、本日の会議を公開することにご異議ござい 

ませんでしょうか。 
 

委員    なし。 
 

教育長   異議なしと認めます。よって本日の会議は公開することといたします。 
日程第 1、議事録の承認、署名についてです。 
前回会議の議事録への署名はお済みでしょうか。 

 

委員    はい。 
 

教育長   それでは、前回の議事録は承認されたものと認めます。 
次に日程第２、委員及び教育長の報告についてです。 
委員の皆様から何かご報告はございませんでしょうか。 



委員    12 月 10 日定例会の後、市長、市長部局との総合教育会議があり出席しました。 

教職員の働き方改革についてという議題で行われました。活発に質疑応答が行わ 

れました。今後も議論を継続すべき内容であると感じました。以上です。 
 

教育長   それでは私から 1件だけご報告いたします。 
総合教育会議の週の日曜日に、社会教育課の事業で図書館フェスティバルが中央 

図館で行われました。非常に多くの市民の方にご来場いただきました。映画の上 

映、お話会やビブリオバトルなど、多くの来場者に楽しんでいただけたのではな 

いかと思います。図書館１階には、先般連携協定を結んだ未来屋書店のブースも 

あり、市民の方に周知を図ることができたのではないかと思います。図書館にな 

じみの無い方々も多いと思いますので、いろいろな機会を捉えて周知に努めてい 

きたいと考えております。委員の皆様もぜひ足を運んでいただければと思いま 

す。以上です。 
それでは議案の方に入ります。 
日程第３、議案第１号、姶良市立学校等在り方検討委員会委員の委嘱に関する件 

を議題とします。事務局の説明をお願いします。 
 

事務局   議案第１号、姶良市立学校等在り方検討委員会委員の委嘱に関する件について説 

明いたします。資料は１ページから３ページになります。 
まず資料の３ページをご覧ください。昨年 11 月の教育委員会定例会において姶良 

市立学校等在り方検討委員会要綱の議決をいただきましたが、今回の議案は、委 

員会要綱第３条に基づき委員を委嘱しようとするものです。資料２ページの検討 

委員会委員名簿をご覧ください。 
まず、学校等の代表として、校長会・園長会から推薦をいただきました姶良小、 

加治木中、漆小の校長及び帖佐幼稚園の園長になります。 
次に、校区コミュニティの代表として、姶良市コミュニティ連絡協議会から推薦 

をいただきました重富校区、錦江校区、漆校区の会長の３名になります。 

次に、学校等のＰＴＡの代表として、市ＰＴＡ連絡協議会から推薦をいただきま 

した錦江小、重富中、北山小のＰＴＡ会長３名になります。 
次に、民生委員・児童委員の代表は、姶良地区及び加治木地区の主任児童委員の 

２名になります。 
最後に、学識経験者として、元志布志市教育長で本市の外部評価委員を務めてい 

らっしゃる和田幸一郎様、昨年６月まで本市の教育委員を務めていただきました 

川畑逸郎様になります。 
なお、委員の任期は、第１回の委員会開催予定日の令和８年２月６日から令和９ 

年３月 31日までとなっております。以上で説明を終わります。 
 

教育長   事務局の説明が終わりましたが、何かご質問等ございますでしょうか。 
 

委員    なし。 

 

教育長   質疑なしと認めます。お諮りいたします。 
議案第１号は、事務局提案のとおり可決することにご異議ございませんでしょう 

か。 
 

委員    なし。 

 

教育長   異議なしと認めます。 
よって、議案第１号、姶良市立学校等在り方検討委員会委員の委嘱に関する件に 

ついては、可決されました。 
それでは次に日程第４、議案第２号、姶良市立学校における学校運営協議会規則 



の制定に関する件を議題とします。事務局の説明をお願いします。 
 

事務局   資料５ページからになります。昨年５月の定例教育委員会の中で、コミュニティ 

スクールについてのご説明はさせていただきました。令和８年４月１日から導入 

するに当たり「コミュニティスクールは学校運営協議会を設置する学校」となっ 

ていることから、その運営協議会の設置に関する規則を制定するものです。 

資料６ページから８ページ。第１条に協議会の趣旨、第２条に協議会の設置につ 

いて、第３条に基本的な方針の承認、第４条に学校運営等に関する意見の申出、 
第５条に学校運営等に関する評価、第６条に住民参画の促進等のための情報提 

供、第７条に委員の任命、以降、任期や報酬等について謳っております。 

以上です。 
 

教育長   コミュニティスクール制度の核となる組織ということで、各学校に学校運営協議 

会を作ることになっておりますが、その設置に関する規則になります。 

何かご質問等ございませんでしょうか。 
 

委員    第２条で２以上の学校について１の協議会を置くことができるとありますが、２ 

      つの学校をひとつにするというような構想があるのでしょうか。 

 

事務局   現在のところそのような構想はありませんが、今後、小中一貫校ということがも 

し出てきた場合に対応できるように入れてあります。 
 

教育長   私からひとつ質問します。各学校でこの委員が決まっていくと思いますが、例え 

ば地域が近い２つの学校両方の委員を兼ねることはできるのでしょうか。 

 
事務局   はい、できます。地域性や小学校・中学校との兼ね合いもあると思いますので、 

そういう方は出てくるのではないかと思います。 
 

教育長   他にございませんでしょうか。 
       ないようですのでお諮りいたします。 

議案第２号は、事務局提案のとおり可決することにご異議ございませんでしょう 

か。 
 

委員    なし。 

 

教育長   異議なしと認めます。 
よって、議案第２号、姶良市立学校における学校運営協議会規則の制定に関する 

件については可決されました。 

それでは次に日程第５、議案第３号、姶良市立図書館の設置及び管理に関する条 

例施行規則の一部を改正する規則に関する件を議題とします。事務局の説明をお 

願いします。 
 

事務局   資料９ページからになります。 
議案第３号、姶良市立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正 
する規則に関する件になります。 
姶良市立図書館の設置及び管理に関する条例の一部改正により、設置場所と名称 

の改正を行いましたが、今回はこれに付随して規則の一部を改正するものです。 
資料 12 ページ、13ページをお願いします。文言を少し修正しております。 
資料 12 ページの第６章について、図書館資料等の「等」を削除したり、蒲生公民 

館図書室という文言の訂正等をしております。また、休館日に関して、年末 12月 

29 日から翌１月３日までと、毎週月曜日の休館日、加治木図書館と中央図書館と 



同じ休みになるように改正するものです。以上です。 

 

教育長   新旧対照表のとおりの改正となります。何かご質問等ございませんでしょうか。 
 

委員    なし。 

 

教育長   ないようですのでお諮りいたします。 
議案第３号は、事務局提案のとおり可決することにご異議ございませんでしょう 

か。 

 

委員    なし。 

 

教育長   異議なしと認めます。 

よって、議案第３号、姶良市立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則の一 

部を改正する規則に関する件については可決されました。 
以上、議案でございました。 
それでは日程第６、事務連絡に入ります。委員の皆様から何かございませんでし 

ょうか。 
 

委員    なし。 

 

教育長   事務局からありませんか。 

 

事務局   前回の定例会で小学校陸上記録会が中止になったことによる記録の取り扱いにつ 

いてご質問がありましたので、そのことについて報告をさせていただきます。 
陸上記録会の主催者である市小学校体育連盟は、記録会が中止の場合は、各学校 

が申し込んだ時に作成した選手名簿に記録した記録を集約して、県へ報告するこ 

とを取り決めているとのことです。通常開催した時は、６位まで賞状を渡して、 

新記録が生まれた場合はメダルを授与していますが、今回の記録は各小学校でグ 

ランドコンディションか違う中で出された記録のため、これで順番づけをして表 

彰するということはないとのことです。なお、出場する予定だった子どもには、 

選手名簿に記載された本人の記録のみを伝えているということです。以上です。 
 

教育長   最後に行事予定の確認に移ります。教育総務課からお願いします。 
 

 

 

＜各課より行事予定の説明＞ 

 

 

 

教育長   行事予定について何かご質問はございませんでしょうか。 
 
委員    なし。 

 

教育長   以上で本日のすべての議事が終了しました。 
お諮りいたします。本日の議事録の字句等の軽微な訂正につきましては、その整 

理を私にご一任いただきたいと思いますが、ご異議ございませんでしょうか。 
 

委員    なし。 

 



教育長   異議なしと認めます。よって、議事録の字句等の軽微な訂正は私に委任されまし 

た。 

以上で令和８年第１回教育委員会定例会を終了いたします。お疲れ様でした。 

 

 


